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令和３年 第４回 教育委員会会議録 

１．開会日時 令和３年４月１４日（水） 午後４時００分 

２．場所 対馬市交流センター ３階第６会議室 

３．出席委員 吉野委員、一宮委員、斎藤委員 

４．出 席 者 
永留教育長、八島教育部長、庄司次長兼教育総務課長、吉野学校教育

課長、梅野生涯学習課長、川辺文化財課長 

５．会議書記 佐伯課長補佐 

６．閉会日時 令和３年４月１４日（水） 午後４時３５分 

７．議 事 

 日程第 １ 

  

日程第 ２ 

  

日程第 ３ 

  

日程第 ４ 

  

 

日程第 ５ 

 

日程第 ６ 

 

日程第 ７ 

 

 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

会期日程の決定 

 

教育長諸報告 

 

議案第１０号 対馬市成人式延期に伴う特別給付金支給事業実施要綱 

       の一部を改正する要綱について 

       

報告第 ７号 文化財の県指定について 

 

報告第 ８号 重要無形民俗文化財の指定について 

 

その他 
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永留教育長  ただいまから令和３年第４回対馬市教育委員会会議を開会いたし

ます。 

 議事の進行につきましては、対馬市教育委員会会議規則により進

めたいと思います。 

 では、日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。今回の会

議録署名委員は、一宮委員さん及び斎藤委員さんを指名します。よ

ろしくお願いします。 

一宮委員 

斎藤委員 

 「はい」の声。 

永留教育長  続きまして、日程第２「会期日程の決定」でありますが、お諮り

します。本会議の会期は本日一日にしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

会場  「異議なし」の声。 

永留教育長  異議なしのようです。したがって、会期は本日４月１４日の一日

といたします。会議運営につきましてご協力をお願いいたします。 

 次に日程第３「教育長諸報告」を行います。資料の２ページを御

覧ください。３月２６日に教職員退職辞令交付式をおこなっており

ます。定年退職７名、勧奨退職２名、普通退職１名、割愛退職５

名、合計１５名に退職辞令を交付致しました。 

 それから、対馬高校校長来庁と書いておりますが、昨年度までの

田川校長が高校教育課の人事管理監で転出をされましたので、挨拶

を受けております。 

 次に、３１日に新補校長辞令交付式と書いておりますが、コロナ

関係で県教育長からの辞令交付がありませんでした。昨年度に続い

てあっておりません。そこで、上司から辞令はもらうものというこ

とで、対馬市教育長から７名の新補校長に辞令を交付しました。 

 それから、２日に田川校長の後任として、県の高校教育課の参事

でありました植松信行校長先生が新しく着任をされ挨拶に来てくだ

さいました。 

 それから、４日に退職校長会総会に出席をして祝辞を述べ、教育

の概況について説明をしております。 

 それから、今日午前中にですね新補管理職員研修会ということで

７名の新補校長に対して対馬の教育概況であるとか、対馬の歴史等

についての研修をここで行いました。 

 以上で諸報告を終わります。報告事項について何か質疑等ありま

したら、「その他」の項でお受けしたいと思います。 
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 続きまして、日程第４、議案第１０号「対馬市成人式延期に伴う

特別給付金支給事業実施要綱の一部を改正する要綱について」を議

題とします。事務局から提案理由の説明をお願いします。 

梅野課長  はい、教育長。 

永留教育長  はい、梅野課長。 

梅野課長  はい、ただいま議題となりました議案第１０号「対馬市成人式延

期に伴う特別給付金支給事業実施要綱の一部を改正する要綱につい

て」提案理由とその内容についてご説明いたします。 

 今回の改正は、令和３年対馬市成人式の延期日程が令和３年５月

２日に決定したことに伴い、新たに発生したキャンセル料等に対す

る給付金の支給に対応するため、所要の改正を行うものです。 

 改正の内容については、４ページから６ページの別紙のとおりで

ございますが、当初開催予定でありました１月３日の成人式に出席

予定だった者で、無料でレンタル期間の延長ができ、定額分のみの

支給を受けていた者が、延期日程の５月２日の成人式に出席でき

ず、新たにキャンセル料等が発生した場合の支給申請に対応するた

めの様式第２号を加えると共に、申請期間を令和３年５月３１日ま

で延長するものであります。 

 改正の詳細については、７ページから１１ページにかけまして新

旧対照表を掲載しておりますので、ご確認いただきたいと思いま

す。なお、附則で施行日を公布の日からとしております。 

 以上、簡単ではありますが、議案第１０号の説明を終わります。 

 ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

永留教育長  説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いします。 

 質疑はありませんでしょうか。では、質疑はないようですから、

これから議案第１０号を採決します。 

 お諮りします。議案第１０号「対馬市成人式延期に伴う特別給付

金支給事業実施要綱の一部を改正する要綱について」は、原案のと

おり決定することにご異議ありませんか。 

会場  「異議なし」の声。 

永留教育長  異議なしと認めます。よって、第１０号は原案のとおり可決され

ました。 

 続きまして日程第５、報告第７号「文化財の県指定について」を

議題とします。事務局から報告をお願いします。 

川辺課長  はい。 
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永留教育長  はい、川辺課長 

川辺課長 

 

 

 報告第７号「文化財の県指定について」ご報告いたします。資料

の１２ページをお願いいたします。 

 以前、皆様にも現地へ足を運んでいただいたことのある上県町の

越高遺跡が、今年の２月１８日付けで、長崎県の史跡として指定を

受け、２月２４日に指定書が届きました。越高遺跡の詳細は、本日

お配りしたカラーの資料に目を通していただけたらと思いますが、

その遺跡の大きな特徴は出土する隆起文土器と数年前に見つかった

炉跡にあります。それらの越高の遺物や遺構より朝鮮半島から対馬

への人々の移動や、永住交流の痕跡を伺いすることができる全国的

にも高い学術的価値を有する遺跡ということになっております。 

 今回、県の指定を受け公開が進んでいるＢ地点の保存整備を今後

実施していく予定であります。 

 以上で長崎県文化財課保護条例３４条１項の規定により、対馬市

の史跡が長崎県史跡指定に指定されましたので報告をいたします。 

永留教育長  報告が終わりましたが、この件に関して質疑等はありませんでし

ょうか。 

一宮委員  すぐに指定頂いて、しかも予算がついて素晴らしいなと思って、

ありがたいですね。文化財課長さんが頑張っておられるから、いい

なと思って、今日の説明を聞かせていただきました。以上です。 

川辺課長  すいません、補足なんですが、今回、特別に指定が早い。もっと

時間がかかります。 

 それだけ危機的状況にあるということで、県に指定されることに

よって県の補助を受けられるという利点があるんですね。なので、

県の方も少しでも崩壊をとめるということを目的に特別に早く指定

をしていただいたという経緯がありますので、通常はもうちょっと

時間がかかることが多いです。以上です。 

永留教育長  崩壊の危機と非常に価値が高いということですね。だから、短い

時間で指定が受けられたと思います。 

 ほかにありませんでしょうか。ないようでしたら報告第７号「文

化財の県指定について」の報告は終了いたします。 

 続きまして、日程第６、報告第８号「重要無形民族文化財の指定

について」を議題とします。事務局から報告をお願いします。 

川辺課長  はい。 

永留教育長  はい、川辺課長。 

川辺課長  １３ページ報告第８号「重要無形民俗文化財の指定について」、
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文化財保護法第７８条第１項の規定により、対馬市の無形の民俗文

化財が重要指定民俗文化財に指定されましたので報告いたします。 

 昨年夏に結成されました対馬盆踊り保存連合会が継承しておりま

す対馬の盆踊りが、令和３年３月１１日付けで国の重要無形民俗文

化財に指定され、３月１８日に指定書が届きました。さきにお配り

してる指定書のコピーがですね、指定書が和紙で上等な紙なので、

コピーした時に黒く写ってしまうんですね、ちょっと後から申し訳

ないと思ったところですが、本物は上等な紙で届いております。 

 こちらも詳細は別添の資料をお配りしてますが、中世から伝わっ

たとされる対馬独自の多様な踊りは楽器やお囃子に合わせ様々な衣

装をまとった群衆が賑やかに踊る風流踊というジャンルに属しま

す。今回の指定によって対馬の盆踊りの日本がユネスコの無形文化

遺産へ再提案する風流踊の１構成団体として追加されました。順調

に進めば来年度にユネスコの無形文化遺産として登録されます。 

 以上で報告を終わります。 

永留教育長  報告が終わりましたが、質疑はありませんでしょうか。 

吉野委員  あの、いいでしょうか。 

 この対馬の盆踊り指定といえる美津島の盆踊りがあったですね、

あれとの比較ではこちらの方が重要文化財に。 

川辺課長  はい。以前指定というか、以前の分はですね、国選択の保存をし

ていくべきそのものということで、指定ではなくて、選択という形

になります。レベルとしてはこちらが上で、長崎県でも５・６でし

たか、一桁です。 

 国の重要無形民俗文化財というのは、対馬では初めてです。 

 今まであった美津島の盆踊りっていうのも、厳原の盆踊りも今回

の指定にともなって別に変わるものではありません。そのまま継続

ということですね。 

吉野委員  記録ですね。 

川辺課長  記録を講ずべき、たしか、選択ということです。 

永留教育長  よろしいでしょうか。 

会場  「はい」の声。 

永留教育長  あの、司会者からですけども、この対馬盆踊りの指定を機に、郷

土芸能保存大会、これを１回働きかけたらいかがでしょうかね。 

川辺課長  今ちょうど組織目標の作成が総務課からあっているのですけど、

一応そこの中にもですね、それは入れております。 

 コロナの関係があるので、ちょっとすぐ具体的に働きかけにくい
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ところもありますよね。ゆくゆくはまた復活させたいなと思ってい

ます。なので、またそちらの方も、郷土芸能保存会の方もちょっと

こう後継ぎがいないというか、なかなかそういう問題もあるようで

すので、誰か事務局の方も変わりたいという状況も聞いてますの

で、人探しも課題があるかなという状況です。 

吉野委員  その点で美津島の盆踊りでですね、私はその時期はちょうど公民

館勤務で写真を撮りに行ったり、記録のお手伝いをした時期があり

ましたが、その時点で各部落で、１０も２０も美津島町内を回って

盆踊りを記録したが、その頃から後継者が少なかったです。 

 なかなか復活というのは難しいから、一日も早くそういうことを

し始めないと。映像が残ってれば焼き直したりして、残すことがで

きるけど、現実に人に踊りを伝えることは非常に難しい。一日も早

く事務局を立ち上げた方がいいと思います。 

川辺課長  数年前まで郷土芸能保存会が毎年やっていた発表会だけでもです

ね、途切れてしまわないようにしたいなと思っているところです。 

吉野委員  卯麦やなんかはまだ子供たちが、和多都美神社で踊ったりしてま

すよね。対馬はそういうお祭りも少なくなったけん、昔は町単位で

お祭りや文化祭があってたが、そういうものもなくなったから非常

に困難で一日も早く立ち上げないと廃れる可能性がありますね。 

川辺課長  コロナの関係があるけん、公民館とかでも考えたりはしてたので

すけれども、去年一年は全く何もできなかったんですよね。 

永留教育長  コロナが終息したころ出来るようにまた動いていけたらいいなと

思います。 

 ほかに質疑等ないようでしたら報告第８号「重要無形民俗文化財

の指定について」の報告は終わります。 

 続きまして、日程第７「その他」の事項に移ります。 

 まず初めに各課の事業予定を報告させていただきたいと思いま

す。お手元に５月分の事業予定表を配布しておりますので御覧くだ

さい。教育総務課から順に主な内容について報告をお願いします。 

庄司次長  それでは、資料の１５ページをお願いいたします。 

 ５月１８日に諫早市において「長崎県市町村教育委員会連絡協議

会総会及び合同研修会」が開催予定です。委員の皆様にはご出席方

よろしくお願いいたします。 

 それから月間業務としまして、４月１０日から５月１０日まで奨

学資金の募集期間となっておりますので、募集業務を行ってまいり

ます。教育総務課からは以上でございます。 
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永留教育長 次、学校教育課お願いします。 

吉野課長  学校教育課関係です。 

 ６日が「定例校長会」、１０日が「定例教頭会」、１４日に「初任

研実施運営委員会」があります。 

 １７日が「養護教諭・保健主事合同研修会」、１９日が「学校図

書館支援員研修会」です。 

 ２２・２３日に「中学校体育大会」これ球技・武道ですが、感染

症対策を講じながら会場を分散して実施する予定です。 

 ２４日「幼稚園・こども園主任研修会」、２７日と２８日になり

ますが「全国学力・学習状況調査及び長崎県学力調査」がありま

す。これは例年４月におこなっておりましたが各校の負担を減らそ

うということで５月の終わりに実施するようになっております。 

 ここには記載をしておりませんが、３０日は運動会をする予定が

小学校で５校予定されております。以上です。 

永留教育長 生涯学習課お願いします。 

梅野課長  それでは生涯学習課の５月の行事予定についてご説明させていた

だきます。５月のゴールデンウィーク中となりますが、５月２日に

令和３年成人式を開催いたします。三会場に分けての開催で上対馬

総合センターで１０時から、対馬市公会堂において１３時から、対

馬市交流センターにおいて１５時からの開催となっております。 

 次に、５月８日の東京２０２０オリンピック聖火リレーについて

ですが、先ほど校長会でも説明いたしましたが、厳原市内で開催さ

れます。万松院をスタートといたしまして、八幡宮神社、東川端

通、それから朝鮮通信使の易地２００周年記念の壁画前をゴールと

したルートで開催予定であります。この中身については、なかなか

オリンピックの組織委員会の方が４月中旬以降に公表するというこ

とで、ランナー等の公表がまだあっておりませんので、まだここで

お話しすることができませんが、１４時８分にスタートいたしまし

て、おおむねランナー的には２００メートル程度の距離でリレー形

式で行う予定にしております。時間としては３０分程度のリレーに

なります。先に１４時８分前に簡単なミニセレブレーションといい

ますか、開会行事的なものを万松院前でステージを組みまして、そ

こで簡単なミニセレブレーションを行う予定が開会行事、トーチへ

の点火等の行事を行う予定にしております。  

 それから、５月１１日に「社会教育担当課長及び担当者会議及び

研修会」が県庁の方で開催されます。１２日までに矢印が書かれて
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おりますが、コロナの関係でその後の意見交換会等が無くなりまし

たので、１１日のみの開催になります。ただ、１０日から出張とし

ては行くようになります。以上でございます。 

永留教育長  文化財課は、いかがですか。 

川辺課長  文化財課の５月はですね、今まだ決裁まではあげておりません

が、５月１９日に第１回目の文化財課保護審議会を一応今のところ

調整をしているところです。おそらく１９日は一日保護審になると

思います。あとですね、先日課内でも会議を設けて話をしたんです

が、昨年度は台風の影響で後半が非常に仕事がなかなか先に進まな

かったので、今年度は早めに懸案というか、仕事を進めていこうと

いうふうに協議しております。 

 具体的には、夏場前の文化財の整備とか、除草作業とかそういう

もの、姫神山の駐車場の件とか、お船江の係留してある一般の船の

立ち入りを規制することとかですね、そういう懸案事項を早めに５

月・６月で進めていきたいと思っております。以上です。 

永留教育長  ちょっと補足ですけども５月８日の聖火リレー、教育委員さん方

への案内がかかると思いますので、都合がつけばまた参加をお願い

したいと思います。 

 事業予定の報告が終わりましたが、この件に関して質疑はありま

せんでしょうか。 

 １９日の文化財保護審は、２０日か２１日にならないですか。 

川辺課長  ２０日がですね、最初２０日で言ったら、会長がちょっと都合が

悪い、その前にしてくれと言われたんですけど。教育長は２０日か

２１日は大丈夫ですか。 

永留教育長  ２１日は今のところ大丈夫。 

川辺課長  その前はどうですか。 

永留教育長  その前は教委連の総会で１７日・１８日は長崎行きに。 

川辺課長  わかりました。じゃ、２１日の方向で調整してみます。 

永留教育長  お願いします。 

永留教育長  質疑ありませんでしょうか。ないようでしたら、事務局から何か

「その他」でありませんか。 

 では、委員さん方から何か「その他」でありませんでしょうか。 

一宮委員  はい。 

永留教育長  はい、一宮委員さん。 

一宮委員  一宮です。お尋ねですけど、今年度、教育長のミニ訪問の予定は
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ありますでしょうか。 

永留教育長  コロナの関係でわかりません。今年はできるだけ計画したいとい

うふうには思ってます。 

一宮委員  昨年は学校の様子がほとんどわからない状態でしたので、できれ

ばよろしくお願いします。 

 で、もう１点よろしいですか。先ほど、校長会で課長様が説明さ

れた、セクハラ・パワハラ・体罰等の実態をお話をされましたけ

ど、この教育委員会会議でも情報として私たち教育委員も教えても

らえればなと思っております。守秘義務はありますので。 

吉野課長  守秘義務の中ではあれですけど、記録に残る範囲内での話は難し

いと思ってますね。 

一宮委員  と、申しますのはそういう実態があってるのに教育委員としては

学校現場の状況が把握できてないということにもなりかねますの

で、できれば会議の時にお話してもらえればと思ってます。 

吉野課長  詳細までは難しいので、こういうことがあったという概要につい

てですね。 

一宮委員  事例というかそういうことがありましたとお話をしていただけれ

ばいいかなと思います。 

吉野課長  今後、頃合いを見つけて。 

永留教育長  ほかにありませんでしょうか。じゃ、ないようでしたら本日の会

議はこれで終了しますが、次回の会議日程の件で事務局からお願い

します。 

事務局  次回は博物館内覧会を計画しておりますので、５月２７日木曜日

１３時半から、場所は、対馬市交流センター会議室を予定しており

ます。以上です。 

吉野委員  １３時半から会議をして。 

事務局  はい。で、その後は、博物館と調整をしております。 

永留教育長  それでは次回の会議は、５月２７日の木曜日に開催いたします。

開始時間は午後１時３０分から、場所はここ対馬市交流センターの

予定です。また後日、事務局から改めてご連絡いたします。 

 これで本日の日程は全部て終了しましたので会議を閉じます。 

 以上をもちまして、令和３年第４回「対馬市教育委員会会議」を

閉会します。お疲れさまでした。 

会場  「お疲れさまでした」の声。 
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